
 

 

 

   栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関す

る条例（平成２６年栄町条例第１６号。以下「条例」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この規則に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、

条例の例による。  

 （使用者の募集方法及び選考）  

第３条  町長は、農園又は農園及び管理棟（以下「農園等」という。）

の使用者を公募しなければならない。  

２  前項の規定による公募は、広報紙又は栄町ホームページへの掲載そ

の他の方法により広告して行わなければならない。  

３  町長は、第１項の規定による公募の結果、応募者が農園の区画数を

超えるときは、抽選により使用者を選考する。この場合において、応

募者の中に条例第４条第１号に定める者がいる場合には、その者を優

先するものとする。  

 （使用の許可の申請）  

第４条  前条第３項の規定により、使用者に選考された者（条例第７条

第３項において準用する場合にあっては同条第１項）が農園等を使用

しようとするときは、町長が指定する期日までに栄町農業ふれあいセ

ンター使用（変更）許可申請書（別記第１号様式。以下「使用許可申

請書」という。）に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定

める書類を添付して町長に提出しなければならない。  

（１）条例第４条第１号に規定する者  有効期間内の運転免許証その他

の 官 公 署 が 発 行 し た 資 格 証 明 書 等 で あ っ て 本 人 の 住 所 が 確 認 で き

るものの写し  

（２）条例第４条第２号に規定する者  有効期間内の事業主が発行する

身 分 証 明 書 等 で あ っ て 本 人 の 勤 務 す る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地

が確認できるものの写し  

 （使用の許可）  

第５条  町長は、前条の規定により提出された使用許可申請書を審査し、 



 

 

農園等の使用を許可したときは、栄町農業ふれあいセンター使用 （変  

更）許可通知書（別記第２号様式。以下「使用許可書」という。）に  

より申請者に通知するものとする。  

（使用の不許可）  

第６条  町長は、使用許可申請書を審査し、条例第８条の規定により、

農園等の使用を許可しないときはその理由を付し、栄町農業ふれあい

センター使用不許可通知書（別記第３号様式）により申請者に通知す

るものとする。  

 （使用許可の取消し等）  

第７条  町長は、条例第９条の規定により農園等の使用を停止し、又は

条例第７条第１項の許可を取り消そうとするときは、その理由を付し、

栄町農業ふれあいセンター使用許可取消等通知書（別記第４号様式）

により使用者に通知する。  

 （使用の辞退届）  

第８条  使用者は、農園等の使用期間内に農園等の使用を辞退しようと

するときは、栄町農業ふれあいセンター使用辞退届（別記第５号様式）

を町長に提出しなければならない。  

 （使用料の減免）  

第９条  条例第１１条の規定により、申請者が使用料の減額又は免除を

受けようとするときは、栄町農業ふれあいセンター使用料減免申請書

（別記第６号様式。次項において「減免申請書」という。）を使用許

可申請書と併せて町長に提出しなければならない。  

２  町長は、前項の減免申請書を審査し、適当と認めたときは、栄町農

業ふれあいセンター使用料減免決定通知書（別記第７号様式）を申請

者に交付する。  

 （使用料の返還）  

第１０条  使用者は、条例第１２条ただし書の規定により使用料の返還

を受けようとするときは、栄町農業ふれあいセンター使用料返還申請

書（別記第８号様式）に使用料を納付したことを証する書類及び使用

許可書を添えて町長に提出しなければならない。  

 （施設の損傷等の届出）  

第１１条  栄町農業ふれあいセンター（以下「ふれあいセンター」とい

う。）の施設を使用する者は、ふれあいセンターの施設又は付属設備



 

 

を損傷し、又は汚損したときは速やかに町長に届け出て、その指示に

従わなければならない。  

 （補則）  

第１２条  この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  

   附  則  

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別  記  

第１号様式（第４条）  

                      年   月   日  

 

 

 栄町長  様  

 

                    住所  

                 申請者氏名  

                    電話番号  

 

栄町農業ふれあいセンター使用（変更）許可申請書  

 栄 町 農 業 ふ れ あ い セ ン タ ー の 農 園 等 の 使 用 の 許 可 を 受 け た い（ 使 用 の 許 可 を 受 け

た 事 項 を 変 更 し た い ）の で 栄 町 農 業 ふ れ あ い セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例

第 ７ 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 １ 項 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 、

次 の と お り 申 請 し ま す 。  

 な お 、使 用 の 許 可 申 請 に 当 た り 栄 町 農 業 ふ れ あ い セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す

る 条 例 、 同 条 例 施 行 規 則 そ の 他 町 長 が 指 示 す る こ と を 遵 守 い た し ま す 。  

（ 条 例 第 ４ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 者 ）  

         所 在 地  

事 務 所 又 は 事 業 所 の 名 称  

         電 話 番 号  

（ 条 例 第 ４ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 者 ）  

 申 請 の 事 由  

 

１  使 用 期 間   年   月   日 か ら     年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

２  申 請 区 画 番 号         第   番 区 画  

３  栽 培 予 定 の 農 作 物  

３  変 更 前 の 許 可 日 及 び 許 可 番 号  

４  変 更 自 由  

５  備 考  

※  変 更 前 の 許 可 日 及 び 許 可 番 号 並 び に 変 更 自 由 は 、 変 更 許 可 申 請 の 場 合 の み 記 入

す る こ と 。  



 

 

別  記  

第２号様式（第５条）  

                    栄町  指令第  号  

                     年   月   日  

 

      様  

                    栄町長     印  

 

栄町農業ふれあいセンター使用（変更）許可通知書  

 

   年   月   日付けで申請のありました栄町農業ふれあい

センターの農園等の使用の許可（使用の許可を受けた事項の変更）

については、次のとおり許可しましたので、栄町農業ふれあいセ

ンターの設置及び管理に関する条例施行規則第５条の規定により

通知します。  

 

１使用期間   年   月   日から   年  ３月３１日まで  

 

２使用区画番号         第   番区画  

 

３変更の内容  

 

４許 可 の 条 件  

 （ １ ）  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 各 号 に 規 定 す る 行 為 を 行 わ な い こ と 。  

 （ ２ ）  条 例 第 ８ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 果 樹 そ の 他 の 多 年 生 の 農 作 物 の 栽 培

を 行 わ な い こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別  記  

第３号様式（第６条）  

                    栄町  指令第  号  

                     年   月   日  

 

      様  

                     栄町長    印  

 

栄町農業ふれあいセンター使用不許可通知書  

    年   月   日付けで申請のありました栄町農業ふれあ

いセンターの農園等の使用の許可については、次のとおり不許可

としましたので、栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関

する条例施行規則第６条の規定により通知します。  

 

 使用区画番号         第   番区画  

 

理由  

 

 

 

教示  

１  こ の 決 定 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら ６ ０ 日 以

内 に 、 栄 町 長 に 対 し て 異 議 申 し 立 て を す る こ と が で き ま す 。 （ な お 、 こ の 決 定 が あ っ た

こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 で あ っ て も 、 こ の 決 定 の 翌 日 か ら 起 算 し

て １ 年 を 経 過 す る と 異 議 申 し 立 て を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ）  

２  こ の 決 定 に つ い て は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 箇 月 以

内 に 、 栄 町 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 栄 町 を 代 表 す る 者 は 栄 町 長 と な り ま す 。 ） 、 処

分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す （ な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な

り ま す 。 ） た だ し 、 上 記 １ の 異 議 申 し 立 て を し た 場 合 は 、 当 該 異 議 申 立 て に 対 す る 決 定

が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 箇 月 以 内 に 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起

す る こ と が で き ま す 。  

 



 

 

別  記  

第４号様式（第７条）  

                    栄町  達第  号  

                     年   月   日  

      様  

                     栄町長    印  

 

栄町農業ふれあいセンター使用許可取消等通知書  

 

    年   月   日付け栄町  指令第   号で許可しました

栄町農業ふれあいセンターの農園等の使用の許可については、次

の理由により停止・取消ししますので、栄町農業ふれあいセンタ

ーの設置及び管理に関する条例施行規則第７条の規定により通知

します。  

 

理由  

 

 

 

 

 

教 示  

１  こ の 決 定 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら ６ ０ 日 以

内 に 、 栄 町 長 に 対 し て 異 議 申 し 立 て を す る こ と が で き ま す 。 （ な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ

と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 で あ っ て も 、 こ の 決 定 の 翌 日 か ら 起 算 し て １

年 を 経 過 す る と 異 議 申 し 立 て を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ）  

２  こ の 決 定 に つ い て は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 箇 月 以

内 に 、 栄 町 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 栄 町 を 代 表 す る 者 は 栄 町 長 と な り ま す 。 ） 、 処 分

の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す （ な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま

す 。 ） た だ し 、 上 記 １ の 異 議 申 し 立 て を し た 場 合 は 、 当 該 異 議 申 立 て に 対 す る 決 定 が あ っ

た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 箇 月 以 内 に 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と

が で き ま す 。  



 

 

別  記  

第５号様式（第８条）  

                     年   月   日  

 栄町長  様  

                      住所  

                   申請者氏名  

                    電話番号  

栄町農業ふれあいセンター使用辞退届  

 

 次のとおり農園等の使用を辞退したいので、栄町農業ふれあい

センターの設置及び管理に関する条例施行規則第８条の規定によ

り、届け出ます。  

 

 

 

 

 

 

１  使用期間   年   月   日から     年３月３１日まで  

 

２  申請区画番号         第   番区画  

 

３  辞退の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別  記  

第６号様式（第９条第１項）  

                     年   月   日  

 栄町長  様  

 

                     住所  

                  申請者氏名  

                   電話番号  

 

栄町農業ふれあいセンター使用料減免申請書  

 

 栄町農業ふれあいセンターの農園の使用料の減免を受け たいの

で、栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行

規則第９条の規定により、次のとおり申請します。  

 

 

 

 

 

 

１  使用期間   年   月   日から     年３月３１日まで  

 

２  申請区画番号         第   番区画  

 

３  減免申請額  

 

４  申請理由  

 

 

 

 

 

 



 

 

別  記  

第７号様式（第９条第２項）  

                    栄町  指令第   号  

                     年   月   日  

 栄町長  様  

 

                     住所  

                  申請者氏名  

                   電話番号  

 

栄町農業ふれあいセンター使用料減免決定通知書  

 

 次のとおり栄町農業ふれあいセンターの農園の使用料の減免を

決定しましたので、栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に

関する条例施行規則第９条第２項の規定により通知します。  

 

 

 

 

１  使用期間   年   月   日から     年３月３１日まで  

 

２  申請区画番号         第   番区画  

 

３  減免決定額  

 

４  減免決定理由  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別  記  

第８号様式（第１０条）  

                     年   月   日  

 栄町長  様  

 

                     住所  

                  申請者氏名  

                   電話番号  

 

栄町農業ふれあいセンター使用料返還申請書  

 

 次のとおり栄町農業ふれあいセンターの農園の使用料の 返還を

受けたいので、栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関す

る条例施行規則第１０条の規定により申請します。  

 

 

 

 

１  使用期間   年   月   日から     年３月３１日まで  

 

２  申請区画番号         第   番区画  

 

３  支払済み使用料の額  

 

４  返還申請額  

 

５  申請理由  

 

 

 

 

 

 


